
船舶事故調査報告書 

令和７年１０月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和６年１０月１５日 ０５時４９分頃 

発生場所 沖縄県竹富
たけとみ

町竹富島南東方沖 

 竹富島南水路第４号立標から真方位０７５°３００ｍ付近 

 （概位 北緯２４°１９.０′ 東経１２４°０６.３′） 

事故の概要  作業船マハロは、台船をえい
．．

航して西南西進中、浅所に乗り揚げ

た。 

事故調査の経過 令和６年１０月１６日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

作業船 マハロ、１９トン 

 ２７３－１０７９５長崎、株式会社倉元建設（Ａ社） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船底外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期、潮高 約１７０cm（石垣） 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、長さ約４５.７３ｍ及び幅約

１７.６８ｍの台船（空船）をえい
．．

航して全長約１００ｍの引船列を

構成し、竹富町西表
いりおもて

島仲間港へ向けて沖縄県石垣市石垣港を出航し

た。 

本船は、ＧＰＳプロッターを起動し、船長が操船に、甲板員が台船

の監視にそれぞれ当たり、竹富南航路（以下「本件航路」という。）

へ向け、手動操舵で、約３～４ノットの対地速力で西南西進してい

た。 

船長は、本件航路入口に設置された竹富島南水路第１号立標（左舷

標識。以下立標については、「竹富島南水路」を省略する。）及び第２

号立標（右舷標識）の間隔が約７０ｍと狭く、台船をえい
．．

航しながら

両立標間を通過することは危険と思い、一旦本件航路を外れて第１号

立標の南方を航行することとした。 

船長は、本船が第１号立標を右舷側に見て通過した後、甲板員から

台船が第１号立標を通過したとの報告を受け、いずれ右寄りに針路を

変えて本件航路に戻るつもりで本件航路最狭部出口に設置された第４

号立標を船首目標として西南西進を続けていたところ、本船が本件航

路南方の浅所（以下「本件浅所」という。）に乗り揚げた。 

船長は、惰力で本船の北側に流れてきた台船を錨泊させた後、本事

故の発生をＡ社に連絡し、代わりの引船の来援を要請した。 



 

船長は、来援した引船に台船をえい
．．

航させて仲間港へ向かわせ、本

船は、別途来援した引船により本件浅所から引き出され、自力で石垣

港に帰航した。 

本船の喫水は、船首約０.８５ｍ、船尾約２.００ｍであった。 

船長は、本件航路を過去に何度も航行しており、ふだんから台船を

えい
．．

航する際には、第１号立標と第２号立標の間は通過せず、第１号

立標の南方を支障なく航行していた。 

船長は、本事故当時、ＧＰＳプロッターの表示レンジを広範囲に設

定しており、本件浅所の位置が明確に表示されていない状態で使用し

ていた。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 航行経路図 

分析 本船は、台船をえい
．．

航して竹富島南東方沖を西南西進中、船長が本

件浅所の位置を正確に把握していなかったことから、本件浅所に乗り

揚げたものと考えられる。 

船長は、ＧＰＳプロッターの表示レンジを適切に設定していなかっ

たことから、本件浅所の位置や本船との距離を正確に把握していな

かったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、台船をえい
．．

航して竹富島南東方沖を西南

西進中、船長が本件浅所の位置を正確に把握していなかったため、本

件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、ＧＰＳプロッターの表示レンジを適切に設定し、浅所の

位置及び自船との距離を正確に把握すること。 
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